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(57)【要約】
【課題】ユーザが手書きで情報を入力することによりス
ムーズに会議を進めることができる端末装置を提供する
。
【解決手段】背景画像データに基づいて背景画像を表示
する表示手段と、手書き入力装置に載置された、背景画
像が描かれた媒体上に手書きされた筆記内容を示す筆跡
データを受け付ける受付手段と、筆跡データに基づいて
、媒体上の背景画像における筆記内容の位置と表示手段
により表示された背景画像の位置とが対応するように、
表示された背景画像に重ねて筆記内容を表示する再現手
段と、を備えたことを特徴とする端末装置。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　背景画像データに基づいて背景画像を表示する表示手段と、
手書き入力装置に載置された、前記背景画像が描かれた媒体上に手書きされた筆記内容を
示す筆跡データを受け付ける受付手段と、
前記筆跡データに基づいて、前記媒体上の背景画像における前記筆記内容の位置と前記表
示手段により表示された前記背景画像の位置とが対応するように、表示された前記背景画
像に重ねて前記筆記内容を表示する再現手段と、
を備えたことを特徴とする端末装置。
【請求項２】
　前記背景画像データを、通信回線を介して受信する受信手段をさらに備えたことを特徴
とする請求項１に記載の端末装置。
【請求項３】
　前記背景画像データに基づいて、印刷装置に、前記媒体上に前記背景画像を印刷させる
印刷制御手段をさらに備えたことを特徴とする請求項１に記載の端末装置。
【請求項４】
　前記印刷制御手段は、前記手書き入力装置において前記媒体を載置する領域に応じて、
前記背景画像を少なくとも一の方向に拡大又は縮小して前記印刷装置に印刷させることを
特徴とする請求項３に記載の端末装置。
【請求項５】
　前記媒体において前記背景画像が印刷された印刷領域における座標と、前記表示手段に
より前記背景画像が表示された表示領域における座標と、を対応づけた座標データを記憶
する記憶手段をさらに備え、
　前記再現手段は、前記座標データに基づいて、表示された前記背景画像に重ねて前記筆
記内容を表示することを特徴とする請求項４に記載の端末装置。
【請求項６】
　前記印刷制御手段は、前記媒体において前記印刷装置が印刷可能な領域に基づいて、前
記背景画像を少なくとも一の方向に拡大又は縮小することを特徴とする請求項４に記載の
端末装置。
【請求項７】
　前記印刷制御手段は、前記手書き入力装置に前記媒体を載置する方向を示す基準マーク
を、前記印刷装置にさらに印刷させることを特徴とする請求項３に記載の端末装置。
【請求項８】
　請求項１から７のいずれか１項に記載の端末装置である第１の端末装置及び第２の端末
装置と、当該第１の端末装置及び当該第２の端末装置と通信回線を介して接続されたサー
バと、を備え、
　前記第１の端末装置は、前記背景画像データを前記通信回線を介して前記サーバに送信
し、
前記サーバは、前第１の端末装置から受信した前記背景画像データを前記通信回線を介し
て前記第２の端末装置に送信し、
　前記第２の端末装置は、前記サーバから受信した前記背景画像データに基づいて前記背
景画像を表示することを特徴とする表示システム。
【請求項９】
　前記第２の端末装置は、前記第１の端末装置から前記背景画像を表示する要求があった
場合に、前記背景画像を表示することを特徴とする請求項８に記載の表示システム。
【請求項１０】
　前記第１の端末装置は、当該第１の端末装置において受け付けた前記筆跡データである
第１の筆跡データを前記サーバに送信し、
　前記サーバは、前記第１の筆跡データを少なくとも前記第２の端末装置に送信し、
　前記第２の端末装置は、前記第１の筆跡データが示す前記筆記内容を表示することを特
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徴とする請求項８に記載の表示システム。
【請求項１１】
　前記第２の端末装置は、当該第２の端末装置において受け付けた前記筆跡データである
第２の筆跡データを前記サーバに送信し、
　前記サーバは、前記第２の筆跡データを少なくとも前記第１の端末装置にさらに送信し
、
前記第１の端末装置は、前記第２の筆跡データが示す前記筆記内容をさらに表示すること
を特徴とする請求項１０に記載の表示システム。
【請求項１２】
　請求項１から７のいずれか１項に記載の端末装置である第１の端末装置及び第２の端末
装置を備え、
　前記第１の端末装置は、前記背景画像と当該背景画像に重ねて表示された前記筆記内容
とを含む合成画像を生成して前記第２の端末装置に送信し、
　前記第２の端末装置は、前記合成画像を前記第２の端末装置における前記背景画像とし
て表示することを特徴とする表示システム。
【請求項１３】
　コンピュータを、
　背景画像データに基づいて背景画像を表示する表示手段、
　手書き入力装置に載置された、前記背景画像が描かれた媒体上に手書きされた筆記内容
を示す筆跡データを受け付ける受付手段、
　前記筆跡データに基づいて、前記媒体上の背景画像における前記筆記内容の位置と前記
表示手段により表示された前記背景画像の位置とが対応するように、表示された前記背景
画像に重ねて前記筆記内容を表示する再現手段、
として機能させるためのプログラム。
【請求項１４】
　コンピュータを、
　背景画像データに基づいて背景画像を表示する表示手段、
　手書き入力装置に載置された、前記背景画像が描かれた媒体上に手書きされた筆記内容
を示す筆跡データを受け付ける受付手段、
　前記筆跡データに基づいて、前記媒体上の背景画像における前記筆記内容の位置と前記
表示手段により表示された前記背景画像の位置とが対応するように、表示された前記背景
画像に重ねて前記筆記内容を表示する再現手段、
として機能させるためのプログラムを格納した記録媒体。
【請求項１５】
　背景画像データに基づいて背景画像を表示する表示ステップと、
　手書き入力装置に載置された、前記背景画像が描かれた媒体上に手書きされた筆記内容
を示す筆跡データを受け付ける受付ステップと、
　前記筆跡データに基づいて、前記媒体上の背景画像における前記筆記内容の位置と前記
表示手段により表示された前記背景画像の位置とが対応するように、表示された前記背景
画像に重ねて前記筆記内容を表示する再現ステップと
を備えたことを特徴とする表示方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、端末装置、表示システム、表示方法、プログラム、及び記録媒体に関する。
特に本発明は、手書き入力された情報を表示手段において正確に再現することができる端
末装置、表示システム、表示方法、プログラム、及び記録媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の会議システムとして、特開２００２－４４２８４号公報（特許文献１）に開示さ
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れたものがある。上記特許文献１に開示された会議システムは、複数のモバイルホワイト
ボードを備えて構成されており、モバイルホワイトボードに情報が入力されると、すべて
のモバイルホワイトボードにこの情報が表示されることにより会議を行うシステムである
。モバイルホワイトボードは表示部を備えており、当該表示部において入力ペンで手書き
することにより情報を入力する。
【特許文献１】特開２００２－４４２８４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかし、液晶画面等の表示部に手書き入力する場合、ペン先と表示部上に表示される筆
跡との間に視差等に基づくずれが生じるため、ユーザは入力する際に不自然さを感じる場
合が多い。また、液晶画面等の表面は、ペンをスムーズに移動させることが材質的に難し
く、美しく文字等を記載することは甚だ困難であった。
【０００４】
　よって、本発明は、上記の課題を解決することのできる端末装置、表示システム、表示
方法、プログラム、及び記録媒体を提供することを目的とする。この目的は特許請求の範
囲における独立項に記載の特徴の組み合わせにより達成される。また従属項は本発明の更
なる有利な具体例を規定する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決するため、本発明の第１の形態によれば、背景画像データに基づいて背
景画像を表示する表示手段と、手書き入力装置に載置された、背景画像が描かれた媒体上
に手書きされた筆記内容を示す筆跡データを受け付ける受付手段と、筆跡データに基づい
て、媒体上の背景画像における筆記内容の位置と表示手段により表示された背景画像の位
置とが対応するように、表示された背景画像に重ねて筆記内容を表示する再現手段と、を
備えたことを特徴とする端末装置を提供する。
【０００６】
　当該端末装置は、背景画像データを、通信回線を介して受信する受信手段をさらに備え
るのが好ましく、また、背景画像データに基づいて、印刷装置に、媒体上に背景画像を印
刷させる印刷制御手段をさらに備えるのが好ましい。
【０００７】
　印刷制御手段は、手書き入力装置において媒体を載置する領域に応じて、背景画像を少
なくとも一の方向に拡大又は縮小して印刷装置に印刷させるのが好ましい。この場合、当
該端末装置は、媒体において背景画像が印刷された印刷領域における座標と、表示手段に
より背景画像が表示された表示領域における座標と、を対応づけた座標データを記憶する
記憶手段をさらに備え、再現手段は、座標データに基づいて、表示された背景画像に重ね
て筆記内容を表示するのが好ましい。
【０００８】
　印刷制御手段は、媒体において印刷装置が印刷可能な領域に基づいて、背景画像を少な
くとも一の方向に拡大又は縮小してもよい。また、印刷制御手段は、手書き入力装置に媒
体を載置する方向を示す基準マークを、印刷装置にさらに印刷させてもよい。
【０００９】
　本発明の第２の形態によれば、上記の端末装置である第１の端末装置及び第２の端末装
置と、当該第１の端末装置及び当該第２の端末装置と通信回線を介して接続されたサーバ
と、を備え、第１の端末装置は、背景画像データを通信回線を介してサーバに送信し、サ
ーバは、前第１の端末装置から受信した背景画像データを通信回線を介して第２の端末装
置に送信し、第２の端末装置は、サーバから受信した背景画像データに基づいて背景画像
を表示することを特徴とする表示システムを提供する。
【００１０】
　第２の端末装置は、第１の端末装置から背景画像を表示する要求があった場合に、背景
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画像を表示するのが好ましい。また、第１の端末装置は、当該第１の端末装置において受
け付けた筆跡データである第１の筆跡データをサーバに送信し、サーバは、第１の筆跡デ
ータを少なくとも第２の端末装置に送信し、第２の端末装置は、第１の筆跡データが示す
筆記内容を表示することが好ましい。
【００１１】
　第２の端末装置は、当該第２の端末装置において受け付けた筆跡データである第２の筆
跡データをサーバに送信し、サーバは、第２の筆跡データを少なくとも第１の端末装置に
さらに送信し、第１の端末装置は、第２の筆跡データが示す筆記内容をさらに表示するこ
とが好ましい。
【００１２】
　本発明の第３の形態によれば、上記の端末装置である第１の端末装置及び第２の端末装
置を備え、第１の端末装置は、背景画像と当該背景画像に重ねて表示された筆記内容とを
含む合成画像を生成して第２の端末装置に送信し、第２の端末装置は、合成画像を第２の
端末装置における背景画像として表示することを特徴とする表示システムを提供する。
【００１３】
　本発明の第４の形態によれば、コンピュータを、背景画像データに基づいて背景画像を
表示する表示手段、手書き入力装置に載置された、背景画像が描かれた媒体上に手書きさ
れた筆記内容を示す筆跡データを受け付ける受付手段、筆跡データに基づいて、媒体上の
背景画像における筆記内容の位置と表示手段により表示された背景画像の位置とが対応す
るように、表示された背景画像に重ねて筆記内容を表示する再現手段、として機能させる
ためのプログラムを提供する。
【００１４】
　本発明の第５の形態によれば、コンピュータを、背景画像データに基づいて背景画像を
表示する表示手段、手書き入力装置に載置された、背景画像が描かれた媒体上に手書きさ
れた筆記内容を示す筆跡データを受け付ける受付手段、筆跡データに基づいて、媒体上の
背景画像における筆記内容の位置と表示手段により表示された背景画像の位置とが対応す
るように、表示された背景画像に重ねて筆記内容を表示する再現手段、として機能させる
ためのプログラムを格納した記録媒体を提供する。
【００１５】
　本発明の第６の形態によれば、背景画像データに基づいて背景画像を表示する表示ステ
ップと、手書き入力装置に載置された、背景画像が描かれた媒体上に手書きされた筆記内
容を示す筆跡データを受け付ける受付ステップと、筆跡データに基づいて、媒体上の背景
画像における筆記内容の位置と表示手段により表示された背景画像の位置とが対応するよ
うに、表示された背景画像に重ねて筆記内容を表示する再現ステップと、を備えたことを
特徴とする表示方法を提供する。
【００１６】
　なお、本明細書において、手段とは、単に物理的手段を意味するものではなく、その手
段が有する機能をソフトウェアによって実現する場合も含む。また、１つの手段が有する
機能が２つ以上の物理的手段により実現されても、２つ以上の手段の機能が１つの物理的
手段により実現されてもよい。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、図面を参照しつつ、発明の実施の形態を通じて本発明を説明するが、以下の実施
形態は特許請求の範囲に係る発明を限定するものではなく、また、実施形態の中で説明さ
れている特徴の組み合わせのすべてが発明の解決手段に必須であるとは限らない。
【００１８】
　図１は、本発明の一実施形態に係る表示システム１００を示す図である。表示システム
１００は、インターネット、専用回線、ＬＡＮ等の通信回線１１０にアクセス可能に設け
られた会議サーバ１０２及び表示サーバ１０４と、通信回線１１０にアクセス可能に設け
られた複数の端末装置１２０（例えばパーソナルコンピュータ）とを備えて構成される。
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【００１９】
　端末装置１２０には、手書き入力装置２００及び印刷装置１４０が接続されており、端
末装置１２０、手書き入力装置２００、及び印刷装置１４０により各ユーザが使用する端
末システムが構築される。
そして、各端末装置１２０が会議サーバ１０２及び表示サーバ１０４にアクセスすること
により会議システムが構築されるとともに、当該会議システム上に表示システムが構築さ
れる。そして、各手書き入力装置２００に載置された媒体に手書きされた筆記内容を、各
端末装置１２０において表示させることにより、通信回線１１０上において会議を行うこ
とができる。
【００２０】
　具体的には、所定の端末装置１２０において会議の参加者であるユーザが音声、文字、
画像等を入力し、他の端末装置１２０において当該音声、文字、画像等を出力する。こう
して各端末装置１２０のユーザ間でコミュニケーションをとることにより、通信回線１１
０上で会議を行う。
【００２１】
　さらに、本実施形態の表示システム１００では、手書き入力装置２００に載置された、
所定の背景画像が描かれた媒体上にユーザが手書きした筆記内容を、各端末装置１２０の
モニタに表示された当該所定の背景画像と重ねて表示させるにより会議を行うことができ
る。これにより、通信回線１１０上において会議を行う場合であっても、媒体の所望の位
置に所望の文字等の情報を容易に手書き入力でき、かつ各端末装置１２０のユーザ間で当
該情報を正確に共有できるため、会議をスムーズに進めることができる。
【００２２】
　図２は、端末装置１２０の構成を示す機能ブロック図である。端末装置１２０は、ＣＰ
Ｕ１２２と、ＲＯＭ１２４と、ＲＡＭ１２６と、ＨＤＤ１２７と、表示手段１２８と、記
録媒体の一例であるＣＤ－ＲＯＭ１３１に格納されたプログラムを読み出すＣＤ－ＲＯＭ
ドライブ１２９と、外部装置ＩＦ手段１３０と、通信ＩＦ手段１３２と、印刷制御手段１
３４とを備えて構成される。ＣＤ－ＲＯＭドライブ１２９は、記録媒体に格納されたプロ
グラムを読み出す手段の一例であって、磁気ディスクドライブ、ＤＶＤドライブ等の他の
記録媒体を読み出し可能な手段であってもよい。
【００２３】
　ＣＰＵ１２２は、ＲＯＭ１２４、ＨＤＤ１２７及び／又はＣＤ－ＲＯＭ１３１に格納さ
れた、オペレーションシステム、会議システムプログラム、表示システムプログラム等の
プログラムを読み出し、当該プログラムに基づいて本端末装置１２０の全体動作を制御す
る。各システムはソフトウェアプログラムとして単独で又は組み合わされてＣＤ－ＲＯＭ
１３１等の記録媒体又は通信回線１１０を介して供給可能である。また、ＣＰＵ１２２は
、ＲＡＭ１２４を、手書き入力装置２００から受け付けた筆跡データ等のデータを格納す
るワークエリア等として使用する。
【００２４】
　表示手段１２８は、モニタやプロジェクタといった画像や文字等を表示する表示装置で
あり、会議に使用する背景画像や手書き入力装置２００において手書きされた筆記内容を
表示する。また、表示手段１２８は、当該装置に画像等を表示させる手段（例えばビデオ
ボードやデバイスドライバ等）を含んでもよい。また、表示手段１２８は、端末装置１２
０と別個に設けられてもよい。
【００２５】
　外部装置ＩＦ手段１３０は、手書き入力装置２００、カメラ２０２、マイク２０４、及
びスピーカ２０６等の外部装置とデータの受け渡しを行う。外部装置ＩＦ手段１３０は、
ＵＳＢ、ＲＳ－２３２Ｃ、ＩＥＥＥ１３９４等の通信規格に対応するチップやコネクタ等
の通信機能を実現するための物理的手段や、デバイスドライバといった通信機能を実現す
るためのソフトウェアを含む。また、外部装置ＩＦ手段１３０は無線通信手段であっても
よい。
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【００２６】
　外部装置ＩＦ１３０は、カメラ２０２が取得した画像の画像データ、マイク２０４が取
得した音声の音声データ、及び手書き入力装置２００に載置された媒体に手書きされた筆
記内容を示す筆跡データを受け取る。また、外部装置ＩＦ１３０は、通信回線１１０を介
して端末装置１２０が受け取った音声データをスピーカ２０６に受け渡し、当該音声を再
生させる。
【００２７】
　通信ＩＦ手段１３２は、通信回線１１０を介して当該通信回線１１０に接続された会議
サーバ１０２及び表示サーバ１０４、並びに他の端末装置１２０等と、背景画像データや
筆跡データを送受信する等の通信を行う。通信ＩＦ手段１３２は無線通信手段であっても
よい。
【００２８】
　印刷制御手段１３４は、背景画像データに基づいて媒体上に背景画像を印刷装置１４０
に印刷させるべく、端末装置１２０に接続された印刷装置１４０を制御する。ここで媒体
とは、印刷用紙等の紙媒体や、プラスチック、ガラス等の印刷装置１４０や手書き入力装
置２００のペン２３０により文字、図形等を描くことができる媒体である。
【００２９】
　図３は、手書き入力装置２００の外観を示す図である。手書き入力装置２００は、筐体
２１０と、筐体２１０において背景画像が描かれた媒体が載置されるセンサボード２２０
と、センサボード２２０上に載置された媒体に文字等を手書きするためのペン２３０と、
センサボード２２０上に媒体を固定するためのクリップ２４０と、媒体に手書きされた筆
記内容を表示手段１２８（図２参照）に再現するときの当該筆記内容の属性を受け付ける
属性入力手段２５０と、媒体に手書きされた筆記内容を示す筆跡データを端末装置１２０
に送信するための通信ＩＦ手段２６０とを備えて構成される。
【００３０】
　図４は、手書き入力装置２００の構成を示す機能ブロック図である。手書き入力装置２
００は、本手書き入力装置２００の全体動作を制御するＣＰＵ２１０と、ＣＰＵ２１０の
ためのプログラムを格納したＲＯＭ２１２と、媒体上に手書き入力された筆記内容から筆
跡データを生成するためのワークエリア等として使用されるＲＡＭ２１４と、センサボー
ド２２０においてペン先が検出されたタイミングを示すタイムスタンプデータを生成する
タイムスタンプ生成手段とを備えて構成される。
【００３１】
　センサボード２２０は、ペン２３０から放出される電磁波の電界強度を検出する機能を
備えている。センサボード２２０は、ペン２３０がセンサボード２２０に近接した場合、
ペン２３０から放出された電磁波を検出することでセンサボード２２０（媒体）上におけ
るペン先の位置を検出する。この場合、例えば、ペン２３０を用いて筆記媒体上に筆記す
る（ペン２３０が筆記媒体に接する）ことを条件として、ペン先の位置を検出するように
構成してもよい。
【００３２】
　センサボード２２０におけるペン先の位置は、センサボード２２０の基準位置を原点と
した２次元座標系上の座標値として特定される。センサボード２２０は、所定のタイミン
グでペン先の位置をサンプリングしＲＡＭ２１４に格納する。サンプリング間隔は、ペン
２３０の速い動きを検出できる程度の時間間隔、例えば１００回／秒以上の一定間隔に設
定されるのが望ましい。
【００３３】
　ＲＡＭ２１４は、ＣＰＵ２１０のワークエリアとして利用される。なお、端末装置１２
０等から転送されたプログラムを実行するように構成する場合には、プログラム領域とし
ても使用される。ワークエリアは、例えば、センサボード２２０によって検出されたペン
先の座標値を記憶するエリアや、ペン先の座標値が検出された時間を記憶するエリアや、
当該座標値及び時間に基づき生成された筆跡データを記憶するエリア等により構成される
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。
【００３４】
　属性入力手段２５０は、ユーザにより媒体に手書きされる筆記内容の属性をユーザから
受け付ける。本実施形態で属性入力手段２５０は、ユーザがペン２３０を用いて筐体２１
０に設けられた属性入力手段２５０に触れることにより、表示手段１２８に再現される筆
記内容の属性を受け付けるよう構成されている。
【００３５】
　ここで、筆記内容の属性とは、媒体に手書きされた筆記内容を端末装置１２０の表示手
段１２８に表示するときの当該筆記内容（媒体に手書きされた点や線）の太さや色等であ
る。また、筆記内容の属性は、媒体にペン２３０で手書きすることにより表示手段１２８
にすでに表示されている筆記内容を消去する消しゴム及びその太さを含む。
【００３６】
　通信ＩＦ手段２６０は、端末装置１２０と通信を行う手段であって、生成された筆跡デ
ータを端末装置１２０に送信する。通信ＩＦ手段２６０は、ＵＳＢ、ＲＳ－２３２Ｃ、Ｉ
ＥＥＥ１３９４等の通信規格に対応するチップやコネクタ等の通信機能を実現するための
物理的手段や、デバイスドライバといった通信機能を実現するためのソフトウェアを含む
。また、通信ＩＦ手段２６０は無線通信手段であってもよい。
【００３７】
　タイムスタンプ生成手段２７０は、センサボード２２０においてペン先の位置が検出さ
れたタイミングを示すタイムスタンプデータを生成する。例えば、タイムスタンプ生成手
段２７０は、所定の周期で論理値を変化させるクロック信号を生成する手段と、当該論理
値の変化に基づいて値をカウントする手段とを有するように構成される。センサボード２
２０により検出されたペン先の座標値は、当該座標値が検出されたタイミングを示すタイ
ムスタンプデータと対応づけられた時系列データとしてＲＡＭ２１４に格納される。
【００３８】
　センサボード２２０は、タイムスタンプ生成手段２７０が生成したタイムスタンプデー
タに基づいて、所定の時間間隔でペン先の位置をサンプリングしてもよい。この場合、セ
ンサボード２２０は、検出したペン先の座標値とタイムスタンプデータとを対応づけるこ
とにより、時系列データとしてＲＡＭ２１４に格納する。
【００３９】
　ＣＰＵ２１０は、ＲＡＭ２１４に格納された座標値の時系列データに属性入力手段２５
０で受け付けた筆記内容の属性情報を対応づけて筆跡データを生成する。また、ＣＰＵ２
１０は、必要に応じて手書き入力装置２００を識別する機器識別情報（例えばＭＡＣアド
レス）を筆跡データに付加してもよい。
【００４０】
　また、ＣＰＵ２１０は、上述したタイムスタンプ生成手段２７０に代えて、定期的に内
部クロックを参照して生成したタイムスタンプデータをキャラクタコード又はバイナリコ
ードで筆跡データに付加してもよい。また、手書き入力装置２００は、ペン先の座標値及
び属性情報を端末装置１２０に送信し、端末装置１２０においてペン先の座標値及び属性
情報にタイムスタンプデータを付加することにより筆跡データを生成してもよい。
【００４１】
　図５は、本実施形態に係る表示システム１００の動作の一例を示すフローチャートであ
る。以下、本実施形態に係る表示システム１００を用いて端末装置１２０のユーザが通信
回線１１０上で会議を行うときの表示システム１００の動作について説明する。なお、以
下において通信回線１１０に複数の端末装置１２０がアクセス可能に設けられている形態
について説明するが、会議システムを構築する端末装置１２０がある拠点を局と呼び、当
該会議の司会を行うユーザが使用する端末装置１２０がある局を親局、他のユーザが使用
する端末装置１２０がある局を子局とする。
【００４２】
　まず、各端末装置１２０の表示手段１２８に表示する背景画像データを親局において取
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得する（Ｓ１１０）。背景画像データは、例えばＪＰＥＧ、ＢＭＰ、ＧＩＦ等の表示手段
１２８に表示可能な画像ファイルとして取得される。背景画像データは、紙媒体等に描か
れた背景画像をスキャナ等の画像入力装置によって取得してもよく、また、文書作成ソフ
トウェアや画像作成ソフトウェアを用いて作成した文書等を画像データに変換することに
より取得してもよい。また、インターネットサイトにアップロードされている画像データ
をダウンロードすることにより背景画像データを取得してもよい。
【００４３】
　次に、親局及び各子局を会議サーバ１０２及び表示サーバ１０４に接続する（Ｓ１２０
）。親局及び各子局のユーザは、当該端末装置１２０に予めインストールされたプログラ
ムを起動し、会議サーバ１０２及び表示サーバ１０４にアクセスすることにより、各端末
装置１２０を会議サーバ１０２及び表示サーバ１０４に接続する。これにより、通信回線
１１０上に会議システムが構築されるとともに、当該会議システム上において表示システ
ムが構築され、各局のユーザは通信回線１１０上で会議を行うことができる。
【００４４】
　次に、親局から表示サーバ１０４に背景画像データを送信する（Ｓ１３０）。そして、
表示サーバ１０４は、親局から受け取った背景画像データを各子局に送信する（Ｓ１４０
）。本実施形態では親局から子局に表示サーバ１０４を介して背景画像データを送信して
いるが、表示システム１００の動作とは別に、例えば電子メール等の送信手段を用いて親
局から子局に背景画像データを送信してもよい。
【００４５】
　次に、各局において端末装置１２０は、当該端末装置１２０の表示手段１２８に表示さ
れる背景画像における座標値と、印刷装置１４０により媒体に印刷された背景画像におけ
る座標値とが対応するように、表示サーバ１０４から受け取った背景画像を少なくとも一
の方向に拡大又は縮小する（Ｓ１５０）。本実施形態において端末装置１２０は、表示手
段１２８に表示される背景画像と、媒体に印刷された背景画像とが相似するように、受け
取った背景画像を少なくとも拡大又は縮小する。
【００４６】
　端末装置１２０は、例えば、手書き入力装置２００において媒体が載置される領域（セ
ンサボード２２０）の形状や大きさに応じて、受け取った背景画像を拡大又は縮小する。
この場合、端末装置１２０は、例えば当該領域についての情報を手書き入力装置２００か
ら受け取り、当該情報に基づいて受け取った背景画像を拡大又は縮小する。また、端末装
置１２０は、ＲＯＭ１２４若しくはＲＡＭ１２６又はＨＤＤ１２７に当該情報を予め格納
しておいてもよい。当該情報は、ＲＯＭ１２４若しくはＲＡＭ１２６又はＨＤＤ１２７に
格納されたプログラムの一部であってもよい。
【００４７】
　また、端末装置１２０は、媒体において印刷装置１４０が印刷可能な領域に基づいて、
受け取った背景画像を拡大又は縮小してもよい。例えば、端末装置１２０は、当該印刷可
能な領域において背景画像が最も大きく印刷されるように背景画像を拡大又は縮小する。
この場合、端末装置１２０は、例えば当該領域についての情報を印刷装置１４０から受け
取り、当該情報に基づいて受け取った背景画像を拡大又は縮小する。また、端末装置１２
０は、ＲＯＭ１２４若しくはＲＡＭ１２６又はＨＤＤ１２７に当該情報を予め格納してお
いてもよい。例えば、端末装置１２０は、ＲＯＭ１２４若しくはＲＡＭ１２６又はＨＤＤ
１２７に格納されたプリンタドライバ等のプログラムから当該情報を取得してもよい。
【００４８】
　次に、各局において端末装置１２０は、印刷装置１４０に、背景画像を媒体上に印刷さ
せる（Ｓ１６０）。本実施形態において各局の端末装置１２０は、印刷装置１４０に、背
景画像を拡大又は縮小するステップ（Ｓ１５０）において拡大又は縮小された背景画像を
媒体上に印刷させる。これにより、センサボード２２０に載置された媒体上に手書きされ
た筆記内容を、表示手段１２８に表示された背景画像に重ねて正確に再現することができ
る。また、各局において端末装置１２０は、印刷装置１４０に、後述する背景画像に重ね
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て筆記内容を再現するステップ（Ｓ２４０）において背景画像に重ねて再現された筆記内
容を含む画像を媒体に印刷させてもよい。
【００４９】
　次に、各局の端末装置１２０において表示手段１２８に背景画像を表示する（Ｓ１７０
）。図６は、表示手段１２８に表示される表示画面（ウインドウ）の一例を示す図であり
、この表示画面では、端末装置１２０に接続されたカメラ２０２により取得された各局の
ユーザの画像を表示する領域１４２と、背景画像１４６が表示される領域１４４（メイン
エリア）と、各局のユーザがテキストデータによりチャットをする領域１４６とが設けら
れている。
【００５０】
　各局の端末装置１２０は、背景画像を拡大又は縮小するステップ（Ｓ１５０）において
各端末装置１２０により拡大又は縮小された背景画像を表示手段１２８に表示する。各子
局において端末装置１２０は、親局の端末装置１２０から背景画像を表示する要求があっ
た場合に、背景画像を表示するのが好ましい。本実施形態では、親局の端末装置１２０に
おいて各局で表示すべき背景画像が選択された場合に、親局の端末装置１２０が表示サー
バ１０４を介して各子局に当該選択された背景画像を表示するように要求する。
【００５１】
　次に、各局において表示された背景画像に合う背景画像が印刷された媒体を、各端末装
置１２０に接続された手書き入力装置２００に載置する（Ｓ１８０）。具体的には、図７
に示すように、手書き入力装置２００のセンサボード２２０上に当該媒体を載置し、クリ
ップ２４０により固定する。この場合、センサボード２２０の基準位置に、媒体の所定の
位置を合わせて載置するのが望ましい。例えば、センサボード２２０の左上角位置に、媒
体の四隅のいずれかが重なるように載置する。また、センサボード２２０に、後述する背
景画像に重ねて筆記内容を再現するステップ（Ｓ２４０）において、背景画像に重ねて再
現された筆記内容を含む画像が印刷された媒体を載置してもよい。
【００５２】
　また、端末装置１２０は、媒体に背景画像を印刷するステップ（Ｓ１６０）において、
印刷装置１４０に、媒体上に基準マーク２２２を印刷させてもよい。そして、基準マーク
２２２が手書き入力装置２００に設けられた基準マーク２２４と合うように、媒体をセン
サボード２２０に載置してもよい。
【００５３】
　本実施形態において背景画像を拡大又は縮小して媒体に印刷し、当該媒体を手書き入力
装置２００の所定の位置に載置することにより、後述する背景画像に重ねて筆記内容を再
現するステップ（Ｓ２４０）において、背景画像が印刷された媒体上に手書きされた筆記
内容を、表示手段１２８に表示された背景画像に重ねて正確に再現することができる。
【００５４】
　以上のように、各局の端末装置１２０が会議サーバ１０２及び表示サーバ１０４に接続
され、会議システム及び表示システムが構築された後、各局の表示手段１２８において背
景画像が表示されると背景画像に筆記ができる状態となる。続いて、まず親局において筆
記がされ、次いで子局において筆記がされる場合を例に表示システム１００の動作につい
て説明する。
【００５５】
　まず、親局の手書き入力装置２００において、例えば図８に示すように媒体上に文字等
が筆記（同図では日程及び担当者の欄に筆記）されると（Ｓ１９０ Ｙｅｓ）、親局の手
書き入力装置２００は当該筆記内容について筆跡データを生成し（Ｓ２００）、端末装置
１２０に送信する。そして、親局の端末装置１２０は、手書き入力装置２００から生成さ
れた筆跡データを受け付け、当該筆跡データを表示サーバ１０４に送信する（Ｓ２１０）
。
【００５６】
　次に、表示サーバ１０４は、親局から受信した筆跡データに基づいて、各局の手書き入
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力装置２００に手書きされた筆記内容の履歴を生成する（Ｓ２２０）。表示サーバ１０４
は、各局から受け取った筆跡データに含まれる、当該筆記内容が手書きされたタイムスタ
ンプデータに基づいて、各筆跡データを時系列データにすることにより筆記内容の履歴を
生成する。これにより、表示サーバ１０４において筆跡データを時系列に管理することが
でき、必要に応じて各局の表示手段１２８において筆記内容を時系列で順番に再度再現す
ることができる。
【００５７】
　また、表示システム１００が複数種類の背景画像を用いる場合、表示サーバ１０４は、
背景画像ごとに筆記内容の履歴を生成してもよい。すなわち、表示サーバ１０４は、第１
の背景画像に重ねて表示された筆記内容に対応する筆跡データを当該第１の背景画像に対
応づけて筆記内容の履歴を生成し、第２の背景画像に重ねて表示された筆記内容に対応す
る筆跡データを当該第２の背景画像に対応づけて生成する。この場合、各局の端末装置１
２０は、表示手段１２８において筆記内容が表示されたときに当該表示手段１２８に表示
されている背景画像を示す背景画像識別情報を、筆跡データに付加して表示サーバ１０４
に送信してもよい。この場合、表示サーバ１０４は、背景画像識別情報に基づいて、背景
画像ごとに筆跡データを時系列データにすることにより筆記内容の履歴を生成する。
【００５８】
　次に、表示サーバ１０４は、親局を含む各局に、親局から受信した筆跡データを送信す
る（Ｓ２３０）。そして、親局を含む各局において端末装置１２０は、筆跡データに基づ
いて、図９に示すように背景画像１４６に重ねて筆記内容を再現する。具体的には、端末
装置１２０は、筆跡データに含まれるペン先の座標値に基づいて表示手段１２８に表示さ
れた背景画像上に筆記内容が再現される位置を定め、属性情報に基づいて再現される筆記
内容の属性（点や線等の太さ、色等）を定める。この場合、各端末装置１２０は、筆跡デ
ータに含まれる属性情報とは別に筆記内容が手書きされた局に応じて再現される筆記内容
の属性を定めてもよい。例えば、手書き入力がされた端末装置１２０において当該端末装
置１２０（局）を識別する局識別情報（例えば端末装置１２０のＩＰアドレスやＭＡＣア
ドレス）を筆跡データに付加し、各局において当該局識別情報に基づいて筆記内容を再現
する。例えば親局の筆記内容については赤色で再現し、子局の筆記内容については青色で
再現する等の態様が考えられる。
【００５９】
　また、筆跡データに含まれる属性データが筆記内容の消去を示すものである場合、ペン
先の座標値及び属性情報に基づいて、背景画像に重ねてすでに表示されている筆記内容を
消去する。この場合、背景画像に重ねて表示されているすべての筆記内容を消去してもよ
く、また、所定の局の筆記内容のみを消去するようにしてもよい。
【００６０】
　続いて、会議を継続し（Ｓ２５０ Ｎｏ）、子局の手書き入力装置２００において、例
えば図１０に示すように媒体上に文字等が筆記（同図では責任者のサインが筆記）される
と（Ｓ１９０ Ｙｅｓ）、親局の場合と同様に筆記内容について筆跡データを生成する（
Ｓ２００）。そして、親局の場合と同様のステップにより（Ｓ２１０からＳ２３０）、各
局において端末装置１２０は、筆跡データに基づいて、図１１に示すように背景画像１４
６及び親局において手書きされた筆記内容に重ねて、子局において手書きされた筆記内容
を再現する（Ｓ２４０）。これにより、背景画像に再現された所定の筆記内容の上に、複
数の局から他の筆記内容を重ね書きすることができる。
【００６１】
　この場合、表示システム１００は、親局が承認した場合にのみ子局の手書き入力装置２
００において筆記された筆記内容を各局の表示手段１２８において再現するように制限す
る機能を有してもよい。例えば、親局から子局に、筆記された内容を各局の表示手段１２
８において再現することができる記入権の要求があり、親局が当該要求に対して記入権を
付与した場合にのみ、子局の手書き入力装置２００において手書きされた筆記内容を各局
の表示手段１２８において再現するよう構成する。例えば、表示サーバ１０４は子局が記
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入権を有している場合にのみ当該子局から受信した筆跡データを各局に送信したり、子局
が記入権を有している場合にのみ当該子局の端末装置１２０が表示サーバ１０４に筆跡デ
ータを送信したりするように構成する。
【００６２】
　以上、本発明を実施形態を通じて説明したが、上記発明の実施形態を通じて説明された
実施例や応用例は、用途に応じて適宜に組み合わせて、又は変更若しくは改良を加えて用
いることができ、本発明は上述した実施形態の記載に限定されるものではない。そのよう
な組み合わせ又は変更若しくは改良を加えた形態も本発明の技術的範囲に含まれ得ること
が、特許請求の範囲の記載から明らかである。
【図面の簡単な説明】
【００６３】
【図１】本発明の一実施形態に係る表示システム１００を示す図である。
【図２】端末装置１２０の構成を示す機能ブロック図である。
【図３】手書き入力装置２００の外観を示す図である。
【図４】手書き入力装置２００の構成を示す機能ブロック図である。
【図５】本実施形態に係る表示システム１００の動作の一例を示すフローチャートである
。
【図６】表示手段１２８に表示される表示画面の一例を示す図である。
【図７】媒体が手書き入力装置２００に載置された状態を示す図である。
【図８】親局の手書き入力装置２００に載置された媒体に手書き入力された状態を示す図
である。
【図９】各局の表示手段１２８において親局の筆記内容が再現された状態を示す図である
。
【図１０】子局の手書き入力装置２００に載置された媒体に手書き入力された状態を示す
図である。
【図１１】各局の表示手段１２８において子局の筆記内容がさらに再現された状態を示す
図である。
【符号の説明】
【００６４】
１００・・・表示システム
１０２・・・会議サーバ
１０４・・・表示サーバ
１１０・・・通信回線
１２０・・・端末装置
１２８・・・表示手段
１２９・・・ドライブ
１３４・・・印刷制御手段
１４０・・・印刷装置
２００・・・手書き入力装置
２０２・・・カメラ
２０４・・・マイク
２０６・・・スピーカ
２１０・・・筐体
２２０・・・センサボード
２２２・・・基準マーク
２２４・・・基準マーク
２３０・・・ペン
２４０・・・クリップ
２５０・・・属性入力手段
２７０・・・タイムスタンプ生成手段
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】
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